
よつば通信

 『あなたが生まれた時、あなたが泣いて周りのみんなが笑ってた。あなたが死ぬ時

あなたが笑って周りのみんなが泣いている、そんな人生であってください。』

 ある日ラジオから流れた言葉です。どんなテーマの中

いませんが、これを聞いてから、わたしの中で大切な言葉の一つとして存在しています。

  ３月中旬に、わたしを可愛がってくれていたおばちゃんがお亡くなりになりました。

桜が似合う方だったので、さくらさんとでも呼ばせて頂きます。さくらさんは、毎朝毎朝、

うちのドアチャイムをしつこく鳴らし、

開けると、仏壇に供えるお花や、犬にあげるごはんや、母と私へのプレゼントなんかを

片手に「おはよーっ！！」て満

くらい(笑)、毎朝毎朝訪れてくださいました。そして、「あっはっはーっ！」と必ず笑って

帰って行かれました。ほんとうに毎朝、笑って帰って行かれました。

 お別れの時の遺影の写真は、毎朝見せてくださった

不思議なもので、もうその笑顔以外思い出せません。遺影のさくらさんがすごく笑って、

周りのみんながすごく悲しんで

 静かにひとりで息をひきとられたとのこと。自分のことより、周りの人を喜ばせたい、

悲しませたくないという優しさを持ち合わせている方ほど、迷惑をかけないように

でひっそりといなくなってしまうような気がします。いなくなる時に、その方の心根が

見えるような気がしてなりません。「そろそろ行くわ。あっはっはーっ！泣かんといて－ね。」

さくらさんは、きっとそう言ってますね。

 「あんたの笑顔が大好きや、今日も頑張っておいで！

そう言って仕事に送り出してもらったことを当たり前だと思っていたあの日常の中で、

私はとてもさくらさんに励まされていたのだと、今深くわかります。さくらさん

いただいた笑顔は大事にしていきたいなと思います

ございました。できれば、私も人を元気にできるそんな人になりたいと思います。

 年度初め早々、私の大好きな人の自慢話でごめんなさい

 春は別れの季節と言いますが、同時にスタートの季節でもあります。さくらさんの笑顔

や言葉が私に元気をくれたように、私も皆様に

スタートを切りたい思いです。
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さくらさん  

『あなたが生まれた時、あなたが泣いて周りのみんなが笑ってた。あなたが死ぬ時

あなたが笑って周りのみんなが泣いている、そんな人生であってください。』

ある日ラジオから流れた言葉です。どんなテーマの中での言葉だったかも覚えて

いませんが、これを聞いてから、わたしの中で大切な言葉の一つとして存在しています。

月中旬に、わたしを可愛がってくれていたおばちゃんがお亡くなりになりました。

桜が似合う方だったので、さくらさんとでも呼ばせて頂きます。さくらさんは、毎朝毎朝、

うちのドアチャイムをしつこく鳴らし、「どうせおばちゃんでしょー」と私が玄関のドアを

開けると、仏壇に供えるお花や、犬にあげるごはんや、母と私へのプレゼントなんかを

片手に「おはよーっ！！」て満面のにっかり笑顔。毎朝すぎてうんざりすることもあった

訪れてくださいました。そして、「あっはっはーっ！」と必ず笑って

帰って行かれました。ほんとうに毎朝、笑って帰って行かれました。 

お別れの時の遺影の写真は、毎朝見せてくださったそのまんまのあっぱれ

不思議なもので、もうその笑顔以外思い出せません。遺影のさくらさんがすごく笑って、

悲しんでいる、正にそんなお通夜と告別式でした。

静かにひとりで息をひきとられたとのこと。自分のことより、周りの人を喜ばせたい、

悲しませたくないという優しさを持ち合わせている方ほど、迷惑をかけないように

でひっそりといなくなってしまうような気がします。いなくなる時に、その方の心根が

見えるような気がしてなりません。「そろそろ行くわ。あっはっはーっ！泣かんといて－ね。」

さくらさんは、きっとそう言ってますね。 

あんたの笑顔が大好きや、今日も頑張っておいで！」 いくつもの朝、さくらさんに

そう言って仕事に送り出してもらったことを当たり前だと思っていたあの日常の中で、

私はとてもさくらさんに励まされていたのだと、今深くわかります。さくらさん

笑顔は大事にしていきたいなと思います。さくらさん、本当にありがとう

私も人を元気にできるそんな人になりたいと思います。

、私の大好きな人の自慢話でごめんなさい (・ω≦)。 

春は別れの季節と言いますが、同時にスタートの季節でもあります。さくらさんの笑顔

や言葉が私に元気をくれたように、私も皆様に元気を届けられますよう、今一度改めて

す。本年度も、どうぞよろしくお願いいたします。
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『あなたが生まれた時、あなたが泣いて周りのみんなが笑ってた。あなたが死ぬ時は、

あなたが笑って周りのみんなが泣いている、そんな人生であってください。』 

の言葉だったかも覚えて   

いませんが、これを聞いてから、わたしの中で大切な言葉の一つとして存在しています。 

月中旬に、わたしを可愛がってくれていたおばちゃんがお亡くなりになりました。  

桜が似合う方だったので、さくらさんとでも呼ばせて頂きます。さくらさんは、毎朝毎朝、

と私が玄関のドアを

開けると、仏壇に供えるお花や、犬にあげるごはんや、母と私へのプレゼントなんかを  

面のにっかり笑顔。毎朝すぎてうんざりすることもあった

訪れてくださいました。そして、「あっはっはーっ！」と必ず笑って

あっぱれな笑顔。   

不思議なもので、もうその笑顔以外思い出せません。遺影のさくらさんがすごく笑って、

いる、正にそんなお通夜と告別式でした。 

静かにひとりで息をひきとられたとのこと。自分のことより、周りの人を喜ばせたい、

悲しませたくないという優しさを持ち合わせている方ほど、迷惑をかけないようにひとり

でひっそりといなくなってしまうような気がします。いなくなる時に、その方の心根が  

見えるような気がしてなりません。「そろそろ行くわ。あっはっはーっ！泣かんといて－ね。」

いくつもの朝、さくらさんに  

そう言って仕事に送り出してもらったことを当たり前だと思っていたあの日常の中で、 

私はとてもさくらさんに励まされていたのだと、今深くわかります。さくらさんに褒めて

本当にありがとう   

私も人を元気にできるそんな人になりたいと思います。 

春は別れの季節と言いますが、同時にスタートの季節でもあります。さくらさんの笑顔

届けられますよう、今一度改めて  

本年度も、どうぞよろしくお願いいたします。 

                                    清水香住 

                                     



平成 29 年税制改正の中から、 

   皆さまに影響がありそうなものをいくつかご紹介させていただきます！ 

 

配偶者の所得金額に応じて受けられる配偶者控除、配偶者特別控除が見直されました。この改正で 

配偶者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が拡大される一方、配偶者控除では納税者本人の所得

金額に応じて控除額が逓減する措置が加わります（平成 30 年 1 月 1 日より適用開始）。これにより、   

平成 30 年以後はいずれの控除も両者（納税者及び配偶者）の所得金額を確認しなければなりません。 

【現行の控除額】 

現行での配偶者控除は納税者本人の所得金額に制限が設けられていませんが、配偶者特別控除は制限が

設けられています。サラリーマンの納税者とその配偶者を例にした年間の納税者の給与収入（合計所得

金額）と配偶者の給与収入（合計所得金額）に応じた控除額は下記のとおりです。   （単位：万円） 

所得控除 
配偶者

控除 
配偶者特別控除 

納税者の

給与収入 

(合計所

得金額） 

1,220 
(1,000)以下 

38 

38 36 31 26 21 16 11 6 3 - 

1,220 
(1,000)超 

- - ‐ - - - - - - - 

配偶者の給与収入  

（合計所得金額） 

103 
(38) 
以下 

～

105 
(40) 
未満 

～

110 
(45) 
未満 

～

115 
(50) 
未満 

～

120 
(55) 
未満 

～

125 
(60) 
未満 

～

130 
(65) 
未満 

～

135 
(70) 
未満 

～

140 
(75) 
未満 

～

141 
(76) 
未満 

141 
(76) 
以上 

【平成 29 年度税制改正】 

１）配偶者控除：控除を受ける納税者の所得金額に上限を設けた上、納税者の所得金額に応じて 

  控除額が逓減する措置が講じられました。            （単位：万円） 

年末時点での配偶者の年齢 70歳未満 70歳以上 

納税者の 

給与収入 

(合計所得金額） 

1,120(900)以下 38 48 

～1,170(950)以下 26 32 

～1,220(1,000)以下 13 16 

1,220(1,000)以上 － － 

２）配偶者特別控除：逓減開始となる配偶者の所得金額や適用が受けられる配偶者の所得金額の 

  上限が引き上げられます。                             （単位：万円） 

配偶者の給与収入 

（合計所得金額） 

～ 

150 
(85) 
以下 

～ 

155 
(90)
以下 

～ 

160 
(95)
以下 

～ 

167 
(100)
以下 

～ 

175 
(105)
以下 

～ 

183 
(110)
以下 

～ 

190 
(115)
以下 

～ 

197 
(120)
以下 

～ 

201 
(123)
以下 

～ 

201 
(123)
超 

納税者の 

給与収入 

(合計所

得金額） 

1,120(900)以下 
38 36 31 26 21 16 11 6 3 - 

～1,170(950)以下 
26 24 21 18 14 11 8 4 2 - 

～1,220(1,000)以下 
13 12 11 9 7 6 4 2 1 - 

1,220(1,000)以上 
- - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 

平成２９年税制改正より～配偶者控除と配偶者特別控除の見直し 



 

 

現行の中小企業等投資促進税制は『通常措置』と『上乗せ措置』があります。いずれも中小企業者等

が一定の期間内に特定の資産を取得し、かつ、指定された事業の用に供した場合に、一定の特別償却

又は税額控除が認められています。この中小企業等投資促進税制に改正がありました。具体的には、

『通常措置』は対象資産から器具備品が除外された上で適用期間が 2年延長され、『上乗せ措置』は、

“中小企業経営強化税制”として改組され、対象資産に全ての器具備品及び建物附属設備等が加わり

ました。この税制は、経営力向上計画の認定を受ける必要があるなど一定の手続が必要となるものの、

適用ができる場合に受けられる税制上の軽減措置の影響が大きいのが特徴です。 

 

○中小企業等投資促進税制 

  通常措置 上乗せ措置 

現

行

制

度

の

概

要 

適用期間 平成 10 年 6 月 1 日から 29 年 3 月 31 日までの期間 
平成 26 年 1 月 20 日から 

29 年 3 月 31 日までの期間 

対象資産 

新品である、次の資産（一部抜粋） 

(1)機械及び装置（＠160 万円以上） 

(2)事務処理の能率化、製品品質の向上等に資する  

次に掲げるいずれかのもの（＠120 万円以上） 

 測定工具及び検査工具／電子計算機／インターネ 

 ットに接続されたデジタル複合機／測定機器 

(3)ソフトウェア（一定のものを除き＠70 万円以上） 

(4)車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、         

貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が

3.5 トン以上のもの 

左記に掲げる資産のうち、産業競争力

強化法に規定する生産性向上設備等

に該当するもののち、一定の取得要件

を満たすもの 

優遇措置 

基準取得価額の 30％の特別償却又は基準取得 

価額の 7％の税額控除※ 

※税額控除の適用は、資本金 3,000 万円以下の法人 

等又は個人事業者に限る（税額の 20％を上限。控 

除限度超過額は 1 年間の繰越可能） 

次のいずれかを選択適用できる 

・即時償却 

・取得価額の7％（資本金3,000万円以

下の法人等又は個人事業者は 10％）

の税額控除 

改

正

後 

適用期間 2 年延長（平成 31 年 3 月 31 日まで） 

“中小企業経営強化税制”※  

へ改組 対象資産 上記対象資産から、器具備品に該当する資産を外す 

 

※中小企業経営強化税制の概要（新制度） 

項目 内容 

対象者 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた、青色申告書を提出する中小企業者等 

対象資産 生産等設備を構成する特定経営力向上設備等のうち、認定を受けた経営力向上計画に記載された 

もの（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設を除く） 

適用期間 上記対象資産の取得等、かつ、国内の指定事業の用に供した日が、平成 29 年 4 月 1 日～31 年 3 月

31 日までの間であること 

優遇措置 次のいずれかを選択適用できる 

・即時償却（普通償却限度額＋特別償却（取得価額－普通償却限度額）） 

・取得価額の 7％（資本金 3,000 万円以下の法人等又は個人事業者は 10％）の税額控除（税額の

20％を上限。控除限度超過額は 1 年間の繰越可能） 

 

平成２９年税制改正より～設備投資促進税制の改正(中小企業向け)



 

 

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組の一つとして、 

平成 29 年１月１日以降にスイッチＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用か転用された 

医薬品）を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるという制度です。 

                                                （厚生労働省ＨＰより）） 

この税制は、従来の医療費控除との選択適用となりますので、 

いずれか一方を選択して適用を受けることになります。 

よって、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、 

この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費 

が適用下限額（10 万円と総所得金額の 5％相当額のいずれか 

低い方の金額）を超える場合であっても、従来の医療費控除を 

併せて受けることはできませんので、ご注意ください。    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜編集後記＞ 

「よつば通信Ｎｏ.４６」いかがでしたでしょうか？ 

最後までお読みいただきありがとうございました。                                         

（小池・清水） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  よつば綜合事務所       

  三重県四日市市泊山崎町１３－３ 

  ℡:059-349-1151／Fax:059-349-3211 

  よつば綜合事務所       

  三重県四日市市泊山崎町１３－３ 

  ℡:059-349-1151／Fax:059-349-3211 

平成２９年税制改正より～セルフメディケーション税制 


